
r   

~

北九州市立小 ・中 ・特別支援学校におけるインターネット運用規定
北九州市教育委員会

(趣旨)

第 1条   この規定は、北九州市立小 ・中 ・特別支援学校 (以下 「市立学校」という)

おけるインターネットの教育利用に関し、安全かつ効果的な利用を図るため、

要な事項を定めるものである。

(インターネット利用の目的)

第 2条   高度情報通信社会を生きていく児童生徒の情報活用能力 (情報活用の実践力、

情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度)の 育成を図るとともに、教科等

の指導の充実、開かれた学校や特色ある学校づくりの推進、国際理解教育等の推

進、その他教育活動の改善、推進に資することを、インタ
ーネット利用の目的と

する。

(インターネットの主な利用形態)

第 3条   インターネットの主な利用形態は、情報発信、情報収集、情報交流であり、具

体的な活用方法としては、次の各号に定めるものとする。
一 ホームページの関覧、検索

二 市立学校のホームページの公開

三 電子メータレ等の利用

四 テレビ会議システム等の利用

五 その他、教育委員会が適切であると認める利用

(利用規程の作成等)

第 4条   市立学校の校長は、教育利用を目的としたインタ
ーネットの適正な運用管理と

利用促進を図るため、インターネット教育利用についての校内委員会 (以下 「校

内委員会」という)を 設置し、本運用規定をもとに、学校ごとにインタ
ーネット

利用規程を作成するとともに、利用責任者を置くものとする。

2 学校のインターネット運用に関するすべての責任は校長にある。インタ
ーネッ

トの利用に当たつて問題が生じた場合、インタ
ーネットの利用者 (児童生後の場

合は、教職員を通じて)は、その内容を速やかに校長に報告しなければならない。

(安全対策)

第 5条   インターネットの利用に係る lD及 びパスワ
ー ドについては、厳重な管理に努

めなければならない。

2 インターネットを利用して送受信する個人情報については、北九州市個人情報

保護条例 (平成 16年 12月 14日  条例第 51号 )の 定めるところにより取り

扱 うものとし、インターネットに接続されたヨンピュ
ータにおいては、個人情報

のデータ処理やハー ドディスク等への保存は行わないものとする。
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3 市立学校に整備するネットワーク管理用サ
ーバやルータ、モデム、ターミナル

アダプタ等の機器の設定変更を行 う場合は、教育委員会の許可を得て行うものと

する。

4 日常的にヨンピュータウィルス (以下 「ウイルス」という)の チェックを行い、

ウィルスの感染に十分注意すること。もし、ウィルスの感染が認められた場合は、

教育委員会に報告するとともに、必要な駆除対策を速やかに実施しなければなら

ない。

5 発信者が特定できない電子メ
ールは開かないこと。また、添付ファイルの取扱

いには十分注意を払うものとする。

(発信する個人情報の範囲)

第 6条   インターネットを利用して発信する児童生徒の個人情報の範囲及びその取扱い

については、次の各号に定めるところによる。

一 姓名等  電子メール及びテレビ会議については、十分検討の上、姓名等最小

限の内容に限定して発信すること。

二 意見等  児童生徒の意見等については、教育上の効果を吟味し、内容を十分

検討の上、発信すること。

三 写真   児童生徒の写真を取り扱う必要がある場合は、集合写真とするなど、

個人が特定できないように配慮すること。

四 住所、電話番号、生年月日、趣味 ・特技、その他の個人情報

住所、電話番号、生年月日、趣味 ・特技、その他の個人情報は、発

信しないものとする。ただし、電子メール及びテレビ会議において、

特定の相手には必要に応じて、趣味 ・特技等について発信することが

できる。この場合においても住所、電話番号、生年月日は発信しない

こと。

(祭止行為)

第 7条   インターネットの利用に当たつては、次の各号に掲げる行為を茶止する。
一 不正なアクセス

ニ 有害情報等へのアクセス

三 教育目的外での使用

四 公開すべきでない校務等に関する内容、並びに職務上知り得た個人情報年に関

する情報発信

工 著作権 (著作者隣接権を含む)等 の知的所有権を侵害するおそれのある著作物

(文章や絵、アニメや浸画のキャラクタ
ー、新聞記事、写真、講演、音楽、

ビデオ、データベース、ヨンピュータプログラム等)の 無断掲載及び無断使

用

六 他人の誹講中傷や、またそのおそれのある内容、公序良俗に反する内容、法令

に反する内容、営利を目的とする内容に関する情報発信

七 個人的なホームページの開設
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八 ネットワークの運用管理に支障を与える行為

九 物品売買、あるいは有料サイ トヘのアクセス等、金銭の授受を伴う行為

(ホームページの関覧)

第 8条   授業竿でホ
ームページを閥覧する場合は、教育上適切であるか、その内容の把

握に努めなければならない。

2 ホームページの閲覧及び検索に利用した教科等及び時間については、記録する

ものとする。

3 ホームページ上の実行ファイルをダウンロ
ー ドし、活用しようとする場合は、

著作権等の侵害のないことを確認するとともに、必ずウィルスのチェックを行わ

なければならない。

(ホームページの開設、掲載)

第 9条   市立学校が情報を発信するホ
ームページ (以下 「学校ホームペ

ージ」という。)

の開設に関しては、次の2か ら8に 定める条件のいずれも満たし、教育委員会の

許可を得た後、指定のプロバイダのサ
ーパにおいてのみ開設することができる。

また、開設した学校ホ
ームページについては、定期的に内容を見直し、更新する

よう努めなければならない。なお、学校ホ
ームページの開設に関する教育委員会

への申請方法については、別途定める。

2 学校ホームペ
ージの掲載内容については、校内委員会で十分に検討を行い、校長

が許可した上で掲載するものとする。

3 学校ホームページの トンプペ
~ジ に市立学校の正式名称、校長名、所在地、電話

番号、電子メールのアドレス、更新期 日、発信した情報の著作権の帰属先を明記す

ること。併せて、校長の承詰なくリンクを設定することができない旨を明記するも

のとする。

4 学校ホームページには、本運用規定及び市立学校が作成するインタ
ーネット利用

規程に基づいて、ホームペ
ージを掲載していることを明記するものとする。

5 学校ホームページに児童生徒の作品等を掲載することについては、校長が学校教

育のために必要と認め、かつ、本人及び保護者に対して、情報発信の趣旨及び危険

性をFll明した上で、同意を得た後、掲載するものとする。

6 学校ホームページに児童生徒の作品等を掲載した後、本人もしくは保護者から訂

正 ・削除の要請があつた場合には、速やかに適切な処置を行うものとする。

7 学校ホームページに校歌 (由、歌詢)を 掲載をする場合は、必ずその権利者の許

諾を得なければならない。

8 学校ホームペーシから他のホ
ームページヘリンクを設定することについては、校

長が学校教育のために必要と認め、当該ホ
ームページの権利者の承語を得た上で、

設定するものとする。

(教育センターのサ
ーバヘの学校ホームベージの開設、掲載)

第 10条   削除
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(電子メータレ等の活用)

第 11条   電子メ
ール等の送受信の相手、並びに内容については、原則 として毎日確認

するものとする。 (休日及び勤務を要しない日は除く)

2 電子メール等を送信する場合は、長文にならないように留意するとともに、

添付ファイルについては、必要最小限にとどめるものとする。

3 児童生徒の電子メ
ール等の情報発信については、教師が内容の把握と適切な

指導を行い、必ず教師の立ち会いのもとに行 うものとする。

(テレビ会議システム等の活用)

第 12条   テレビ会議システムを活用して交流を行 う場合は、十分な打ち合わせを行い、

計画的に実施するものとする。

2 テレビ会議で相手が特定できる場合においては、学校名、児童生徒の姓名、作

品等を送信することができる。

3 テ レビ会議システムによる交流の内容を保存、録画した場合は、その取扱いや

保管に十分注意 しなければならない。

(その他、インターネット利用上の留意点)

第 13条   児童生徒のインタ
ーネットの利用に際しては、市立学校で情報モラルやマナ

ーについて、十分に指導を行 うものとする。また、この指導に当たつては、校

内LAN(Lca1 4rea Netw6rkj等 の環境が整備されている場合は、それらを

活用した学習を事前に行 うよう努めるものとする。

2 学校ホ
ームページ外のホームページに開設 している掲示板等への情報発信は、

原則として認めない。ただし、校長が教育上必要と認める場合に限り、情報発

信を行 うことができる。

3 校務においての利用に限り、学校問及び関係機関等との連絡手段 として、電

子メール等を活用することができる。ただし、発信者及び件名等については、

指定された記録簿に記載するものとする。

4 メーリングリス トの開設は認めない。他のメ
ー リングリス トヘの登録につい

ては、校長が教育上必要と認める場合に限り許可するものとする。ただし、 閉

鎖型のメー リングリス トに限る。

(教職員の研修 )

第 14条   校長は、インターネットの利用に関して校内研修を積極的に行い、安全かつ

効果的な活用等、教職員の情報活用能力の向上を図らなければならない。

(インターネットの利用状況年の報告)

第 15条   教育委員会は、インタ
ーネットの利用状況等について、校長に報告を求める

ことができる。また、必要に応 じて指導を行 うものとする。



(インターネット運用規定の見直し等)

第 16条   本運用規定に定められていない事柄及びインターネットの利用に当たつて疑

義が生 じた場合、校長は教育委員会と協議するものとする。なお、教育委員会

は、必要に応 じ 「北九州市立小 ・中 ・特別支援学校におけるインタ
ーネット運

用規定の作成に関する検討委員会」に対 し、諸間等必要な手続きを経て、本運

用規定の改訂等を行 うものとする。

(運用規定に対する違反 )

第 17条   教育委員会は、市立学校が本運用規定に違反 した場合、当該校のインタ
ーネ

ットの利用を停止もしくは制限することができる。

(委任)

第 1 8 条

付則

付則

付則

付則

本運用規定の施行については、教育委員会指導部長に委任する。

この運用規定は、

この運用規定は、

この運用規定は、

この運用規定は、

平成 13年 12月 1

平成 15年  3月 2

平成 17年  4月

平成 19年  4月

4日 から施行する。

5日 から施行する。

1日 から施行する。

1日 から施行する。


